






（別紙）

（１）景観への配慮

開発事業地周辺の住宅地や主要道路など，開発事業地を望む眺望視点等からの景観シミュ

レーションを実施し，景観を阻害しない太陽光パネルの適正な配置に配慮すること。

  （２）動植物への配慮

     開発事業地内及び周辺区域における鳥類を含めた動植物に対する影響を幅広く捉え，適正

に評価し，影響を可能な限り低減するための方策を講じること。

  （３）農業者への配慮

     害獣による被害の対策や農業用水の確保について，地元の農業者や水利組合等と調整を行

い，その意向を計画に反映させること。

  （４）土砂災害等の防止

     土地の改変に伴う土砂災害の防止に加え，開発事業地からの濁水の流出防止に努め，広瀬

川水系の水質保全に配慮すること。

  （５）維持管理体制の構築

     太陽光発電事業の開始から終了後の設備廃棄までを見据えた責任ある維持管理体制を構

築すること。

（６）環境負荷低減のための新技術の導入

     太陽光発電分野の新たな技術を積極的に取り入れ，環境負荷の更なる低減に努めること。

（７）里山との共存

     開発事業地が有している里山としての価値を損なわないよう，地域住民の意向を計画に反

映し，太陽光事業と里山環境の共存を図ること。

（８）開発事業地及び周辺の交通事情への配慮

開発工事及び事業実施後における周辺区域での工事・関係車両は安全運転に努め，騒音・

振動・大気汚染物質の排出軽減に努めること。
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